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なめがたエリアテレビ普及対策事業委託（視聴区域等調査及び難視聴世帯の視聴方法等につい

ての企画提案）に関する公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務およびプロポーザルの目的 

 なめがたエリアテレビ普及対策事業を委託するにあたり、視聴区域等調査及び難視聴世帯の視

聴方法等についての企画提案を広く募集し、最も適切な者を契約者として選定することを目的と

する。 

 

２ 業務概要 

 （１）業務名    ：なめがたエリアテレビ普及対策事業委託 

（視聴区域等調査及び難視聴世帯の視聴方法等についての企画提案） 

 （２）業務内容  ：別紙「なめがたエリアテレビ普及対策事業委託（視聴区域等調査及び難視聴世 

帯の視聴方法等についての企画提案）に関する公募型プロポーザル実施要領 

仕様書」のとおり 

 （３）履行期間  ：契約締結日の翌日から令和７年 1月 31日（金）まで 

 （４）契約上限額：契約上限額 7,480,000円(消費税及び地方消費税含む) 

  

３ 参加資格要件 

プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に揚げる要件をすべて満たす者

でなければならない。 

（１）日本国内に本社、支社、営業所又はこれらに類する事業拠点を有し、本業務の実施について、

必要に応じて本市に訪問可能なこと。 

（２）本業務の内容と同種の業務又は類似の業務の受託実績があること。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

（４）破産法（平成 16年法律第 75号）の規定による、破産の申立てがされていないこと。 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立てがないこと。又は

民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立てがないこと。ただし、

会社更生法の規定による再生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の

認可決定を受けた者を除く。 

（６）次の①から⑤のいずれにも該当しないこと。 

 ① 役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営業所（市との契

約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、法人格を持たない団体にあっ

ては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は

営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「暴対法」という。以下同じ。）第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。 

 ② 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営

に実質的に関与していると認められるとき。 

 ③ 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利

益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると

認められるとき。 



④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若

しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

（７）国税及び地方税に滞納がないこと。 

（８）個人情報等の適切な管理を行う能力を有していること。 

 

４ 質問の受付及び回答 

（１）提出期限：令和６年４月 26日（金）午後５時（必着） 

（２）提出方法：別紙「プロポーザル質問書（様式第１号）」を使用し、電子メールにて提出すること。

電子メールの表題は「プロポーザルに関する質問（事業者名）」とすること。 

※電子メール送信後、担当へ受信確認の電話連絡を行うこと。 

なお、時間は午前９時から午後５時までとする。（土曜日、日曜日及び祝日を除 

く。）また、電子メール以外の方法で提出された質問に対しては、回答はしない 

ものとする。 

（３）提出先 ：行方市 企画部 事業推進課 情報発信グループ 

電子メール（name-johoseisaku@city.namegata.lg.jp） 

（４）回答日 ：令和６年５月２日（木） 

（５）回答方法：質問のあった事業者全てに対し一括して、電子メールにより回答する。 

 

５ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

①応募申出書 ……… 様式第２号 

②会社概要 ………… 様式第３号 

③業務実績 ………… 様式第４号 

④業務実施体制 …… 様式第５号 

⑤担当者経歴 ……… 任意様式 

⑥企画提案書 ……… 任意様式 

⑦業務工程表 ……… 任意様式 

⑧見積書 …………… 任意様式 

⑨その他、応募事業者が必要と判断した資料等 

（注） 用紙サイズはＡ４判（必要に応じてＡ３折込）で統一すること。 

（２）提出部数：正本１部・副本４部 

（注） 副本については、ヒアリング及びプレゼンテーションで審査に使用するものとし、審査

の公平性を期するため、提案者名は弊社とすること。また、提案者を類推できるよう

な記号やマークは書類に記載しないこと。 

（３）提出期限：令和６年 5月 17日（金）午後５時（必着） 

（４）提出場所：行方市 企画部 事業推進課 情報発信グループ 

（５）提出方法：持参又は郵送（郵送の場合は、提出期限内必着） 

 

６ 事業者の決定 

mailto:name-johoseisaku@city.namegata.lg.jp


提出書類により資格審査を行ったあと、ヒアリング形式によるプレゼンテーション審査を実施し

たうえで決定する。 

ただし、行方市が設置するなめがたエリアテレビ普及対策事業委託（視聴区域等調査及び難視

聴世帯の視聴方法等についての企画提案）プロポーザル審査委員会（以下「審査会」という。）の

判断により、Ｗｅｂによるプレゼンテーション審査に変更する場合がある。 

（１）資格審査 

書類提出後、内容が応募条件を満たしているがどうかの資格審査を行い、応募多数の場

合には、審査のうえ絞り込みを行う場合がある。 

（２）プレゼンテーション審査 

詳細については、令和６年５月 20日（月）までに別途通知する。（メール等） 

①期日：令和６年５月 22日（水） 

②場所：行方市情報交流センター（行方市役所麻生庁舎敷地内） 

茨城県行方市麻生 1561－9 

③説明：提案内容の説明は 20分程度とし、提案者に対する質問時間を 10分程度設ける。 

なお、プレゼンテーションへの参加者は３名以内とする。 

※モニターの使用可。但し、ＰＣは各自用意すること。 

（３）プレゼンテーション審査結果 

令和６年５月 23日（木）に書面により通知する。 

 

７ 審査方法及び審査基準 

（１）審査方針 

委託事業者の選定は、審査会が提出された企画提案書の内容や、業務実績及び遂行能力

等について、別に定める審査基準に基づき、総合的に評価して行う。 

ただし、最高得点者の審査点数（各審査委員の平均点）が 60 点を下回る場合は、プロポ

ーザルを無効とし、再度執り行うこととする。 

なお、審査の公平性を期するため、書類の審査やヒアリング及びプレゼンテーションは事業

者名を伏せて行うこととする。 

（２）審査項目及び基準 

①業務経歴・業務実施体制 

・専門知識及び業務遂行能力に優れているか。 

     ・業務担当者の従事体制が十分に担保されているか。 

     ・国又は地方公共団体における同種・類似業務の実績や内容はどうか。 

・個人情報等の適切な管理を行う能力を有しているか。 等 

②企画提案に対する評価 

・業務の提案内容が具体的であり、実現性の高いものであるか。 

・企画提案は明快で分かりやすく表現されているか。 

・プレゼンテーション、質疑応答は論理性があるか。 

・仕様書に基づいた内容になっているか。 

・業務に対する姿勢は意欲的であるか。 等 

③見積額に対する評価 

見積金額は、適正に算定されているか。 



④その他の評価 

その他の提案項目は期待できる内容か。 等 

（３）失格事項 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

①提出期限までに提出書類（企画提案書等）が提出されなかった場合 

②見積書の金額が、「２ 業務概要（４）契約上限額」を超過している場合 

③虚偽の内容が記載されていた場合 

④プレゼンテーションに遅刻・欠席をした場合 

ただし、やむを得ないと審査会が認めた場合を除く。 

⑤その他、審査会において不適当と判断した場合 

 

８ 契約手続きに関する事項 

受託候補者決定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続

きを行うものとする。この場合において、受託候補者として決定された者から見積書を徴収する。

ただし、候補者が辞退その他の理由で、契約に至らなかった場合は、次点者を契約協議相手方と

する。 

また、契約の随意契約の締結に併せて、個人情報等保護に関する覚書を締結するものとする。 

 

９ その他留意事項 

（１）提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とする。 

（３）提出書類は返却しない。 

（４）提出書類は、提出者の特定以外には提出者に無断で使用しない。 

（５）書類の作成及び提出並びにその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

（６）審査についての、異議申し立ては認めない。 

（７）提出書類について、行方市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開

示する。（受託候補者決定前において、当該決定に影響を及ぼす恐れがある情報について

は、決定後の開示とする。）ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営上地位その他正

当な利害を害すると認められる情報などは、同条例の規定により不開示とするので、これら

の情報に該当する場合は、あらかじめ文書により申し出ること。 

（８）行方市が特に必要があると認めたときは、プレゼンテーション審査を変更、延期又は中 

止する場合がある。 

 

10 日程 

（１）公告 ………………………… 令和６年４月 22日（月） 

（２）質問書の提出期限 ………… 令和６年４月 26日（金）午後５時 

（３）質問回答 …………………… 令和６年５月２日（木） 

（４）企画提案書等の提出期限 … 令和６年５月 17日（金）午後５時 

（５）プレゼンテーション審査  …… 令和６年５月 22日（水） 

（６）審査結果通知 ……………… 令和６年５月 23日（木） 

（７）契約締結 …………………… 令和６年６月上旬予定 



 

11 担当部署（提出・問合せ先） 

  〒311-1792 茨城県行方市麻生 1561-9 

茨城県行方市役所（麻生庁舎） 

企画部 事業推進課 情報発信グループ   担当 宮川・大和田・石田 

TEL：0299-72-0811   FAX：0299-72-1537 

E-mail：name-johoseisaku@city.namegata.lg.jp 

 


